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西大寺地区における地域包括ケアの現状

 西大寺医師会理事　野田　憲男

　西大寺医師会の関わる地域は、岡山市東区全域から瀬戸町を除いた地区になります。
岡山市６福祉区内では高齢化率がトップであり、その為か介護施設は比較的多くある
と思われます。当地区に大きな急性期基幹病院はありませんが、３つの急性期をにな
う民間の中小病院があります。認知症に係る精神病院はありません。診療所に関して
は、在宅専門診療所は無く、在宅療養支援診療所は11施設で、他の内科系診療所も少
しずつ往診はされているようです。
　地域包括ケアとは、個々の住民に対して日常生活圏内に、住まい、医療、介護、予防、
生活支援を連携して包括的にサービスを提供するシステムです。病院、診療所、多職
種の専門家、行政、地区住民各位の連携と量や質も問われる事となります。当医師会
の関わりの現状について述べてみます。
　１）在宅医療介護連携の推進について
　　 　平成25年７月に第１回東区在宅医療介護意見交換会が開催され、以後毎年、多

職種ワールドカフェ２回、市民と専門職のワールドカフェが１回開催されていま
す。顔の見える関係が次第に出来、少しずつ仲間意識も芽生えてきています。医
療の観点からだけでなく、生活の視点、生きがいの視点の重要性や、自立を妨げ
る度が過ぎた援助の有害性に気づかされます。ただ、もう少しドクターの参加が
多ければと思うのですが。

　２）在宅医療介護勉強会の開催
　　 　平成27年秋より新たに開催されたドクターが主の勉強会です。在宅医療の機運

が医師の間に広がればと思いますが、まだまだ参加者が少ない現状です。多職種
との意見交換の場にもしていきたいと考えています。

　３）住民への健康教育、周知啓発の推進
　　 　市民と専門職のワールドカフェで残念に思うのは、参加されるのは民生委員、

愛育委員、町内会長等一部の人に限定される事であり、実際に介護等で困ってい
る人達の参加が少ない事である。従って今年度からは、各中学校区でのより小さ
なワールドカフェを順次進めて行く事となりました。主治医を持つメリット、介
護保険の利用の仕方、認知症の閉じこもりを防ぐデイサービスの勧め、ロコモ予
防、健診のすすめ、他健康教育等の市民への教育、啓発を行政とタッグをくんで
やっていく必要性があります。一回りするのに数年かかるでしょうが、医師会と
しては、全面的に協力姿勢で、行政が主導的に動いて頂きたいと思います。

　　 　まだ他にも１）病診連携の構築、推進　２）認知症対策　３）地域ケア会議へ
の全出席等のやり残しや課題があります。熱意と工夫で少しずつ進めて行ければ
と思います。ところで、当地区の開業医の平均年齢は65歳。こちらの2025年問題
もそろそろ視野に入れなければ…。諸先生大丈夫でしょうか。

地域包括ケアネットワーク No.31
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７年経ってわかった医療への信頼につながる
「産科医療補償制度」

 岡山県医師会理事　田　淵　和　久

　「産科医療補償制度」発足から７年が経ちました。制度発足の経緯は
　① 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児と、その家族の経済的負担を速やか

に補償する
　② 脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を

提供する
　③ これらにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図る
というものでありました。
　産科医療補償制度原因分析委員会委員長　岡井崇氏は、本制度の施行により産
科医療の質の底上げが進み、原因分析を開始した当初と比べ、最近の症例では、
例えば、多数回の吸引手技による児への負担の増大や、胎児心拍数図の判読の未
熟による介入の遅れなど、診療能力の問題が関連した脳性麻痺事例は明らかに減
少している。一方、脳性麻痺児の家族は原因分析報告書が届けられることを歓迎
しており、特に原因分析が第三者機関によって行われることの意義を高く評価し
ている。また、この制度により今後の産科医療の質の向上が期待される、とアン
ケート調査に回答を寄せている。脳性麻痺の原因を知り得たことと共に、分析過
程への信頼が訴訟の減少に繋がっているのである、医療提供者側のひとりとして
筆者が最も重要と考える成果は、医療事故の原因分析を第三者機関が行うことの
必要性と妥当性への認知度が、産科医療者の間で深まって来たことである、と述
べています。
　日本産婦人科医会および日本助産師会の調べによれば、平成27年末現在3,285施
設で分娩が行われており、本制度への加入率は99.9％となっています。
　平成28年１月末現在の審査及び補償の実施状況は表１となっています。この表

 医事紛争のしおり 医事紛争のしおり

表１
 （平成28年１月末現在）

児の生年 審査件数 補償対象
※１

補償対象外
継続審議 補償申請期限補償対象外 再申請可能

※２
平成21年 561 419 142 0 0 平成26年の（満５歳の）誕生日まで
平成22年 517 379 137 0 1 平成27年の　　　　　〃
平成23年 363 281 61 14 7 平成28年の　　　　　〃
平成24年 288 234 32 20 2 平成29年の　　　　　〃
平成25年 208 173 12 22 1 平成30年の　　　　　〃
平成26年 99 91 5 1 2 平成31年の　　　　　〃
平成27年 1 1 0 0 0 平成32年の　　　　　〃

合計 2,037 1,578 389 57 13 −
※１　「補償対象」は、再申請および異議審査委員会で補償対象とされた件数を含む。
※２ 　「補償対象外（再申請可能）」は、現時点で補償対象とならないものの、将来、所定の時

期に再申請された場合、改めて審査するもの。
 〈産科医療補償制度ニュース第２号より出典〉
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からわかるように年々審査件数は減少しています。産科医療補償制度原因分析委
員会委員長　岡井崇氏のいうように、医療事故の原因分析を第三者機関が行うこ
との必要性と妥当性への認知度が、産科医療者の間で深まってきたことは確かで
あろうと思います。
　日本医療機能評価機構（産科医療補償制度の運用も行っている）への提出書類
は微細であり、手間暇がかかりますが、原因分析調査の結果報告を受けて良かっ
たと思う自験例を紹介いたします。
　症例は満期経腟正常産で生まれた児が、成長に伴い障害が顕性化し、小児科の
診断で脳性麻痺と診断されたものです。
　患児家族の希望により、産科医療補償制度審査機構に申請が出されました。
　補償が決定し、このほど原因分析結果が届きました。
　妊娠41週分娩誘発目的で入院。子宮口の開大が進まず３日目に吸引分娩、子宮
底圧迫法を併用して娩出しました。分娩時の児の状態は良好であったが、３カ月
健診のころより発達異常をみとめ、７カ月目発達遅滞、筋緊張低下、多発奇形と
診断されました。
　機構の分析結果は
　１　妊娠中の管理は一般的である
　２　分娩誘発は選択枝としてありうる
　３　分娩管理は一般的であると過失を認めず
　４　今後の産科医療向上のために検討すべき事項として
　　① 分娩時の胎児心拍数陣痛図は３cm/分の紙送りで記録することが望まれる
　　② 子宮収縮剤の開始量を「産婦人科診療ガイドライン」に記載されている内

容に準拠して行うことが望まれる
　　③ 新生児に対する抗生剤投与は、適切な投与方法により投与することが望ま

れる、とされました
　逸脱した医療を行っていないとの判定が出たわけです。紙送り、誘発剤の開始
量は当然改善しました。
　しかし、吸引分娩の回数について家族の申し出と相違が生じ、分娩時間につい
ても報告書と親子手帳記載とに違いが生じました。
　また別紙として家族からは、誘発剤で第一子ではプロスタグランディンを使用
したのに当院では使用しなかったことで、分娩終了までに日時を要したのではな
いか、頭蓋の変形は吸引分娩が影響しているのではないかとの質問が寄せられま
した。機構の返事は小児喘息の既往があり、プロスタグランディンは禁忌となっ
ていること、頭蓋骨の変形は吸引分娩が影響していないとの回答がありました。
　この例では現在提訴にいたっておりませんが、産科医療補償制度による原因分
析が実施されていない場合、当院が脳性麻痺発症の原因に対して責任が無かった
と立証することはなかなか難しいのではないかと思います。
　また当院に対する不信感はいかに説明してもぬぐえなかったのではないかと考
えています。
　産科医療補償制度は発足当初、医療側に危惧・危機感が広まっておりましたが、
７年を経過し結果的に医療の質の向上につながっていると判断してよいと思いま
す。医療事故調査制度も当初の危惧は時間の経過とともに薄れ、医療界全体の質
の向上につながるものだと信じて良いと考えております。
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難病の患者に対する医療等に関する法律における
経過措置の終了について

　平成27年１月１日に施行された、「難病の患者に対する医療等に関する法律」の経過措置が
平成29年12月31日（平成28年度一斉更新の受給者証の有効期間まで）で終了します。
　法施行前から受給者証をお持ちの方についても、平成30年１月１日から有効な受給者証の更
新申請（平成29年６月～７月）は、新たな医療費助成制度により行うこととなるため、「軽症
者特例」「高額かつ長期」の申請をするにあたっては、前もって領収書の保管等が必要となり
ますので、御了知いただきますとともに、窓口での患者様への御案内について御協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

軽症者特例（軽症高額該当基準）と高額かつ長期について

軽症者特例（軽症高額該当基準）による
支給認定について

高額かつ長期による自己負担限度額の認
定について

概

　
　

要

　軽症者特例とは、次の①②ともにみた
す方を指定難病に係る医療給付の対象と
する制度
①　 指定難病に罹患しているが、病状の

程度が医学的審査の基準を満たさな
い。

②　 医療費を考慮する期間において指定
難病に係る医療費総額が33,330円（自
己負担額ではありません）を超える
月が３回以上ある。

　高額かつ長期とは、次の①②ともにみ
たす方の月額自己負担限度額を減額する
制度
①　 特定医療費（指定難病）受給者証を

現在持っている。
②　 医療費を考慮する期間において　指

定難病に係る医療費総額が50,000円
（自己負担額ではありません）を超え
る月が６回以上ある。

申
請
に
必
要
な
書
類

　通常の支給認定申請に必要な書類一式と、次の①②の書類の提出が必要。
①　医療費申告書（該当月について患者が作成）
　※②ⅱⅲを提出する場合、①は省略できる。
②　①の内容を証明するⅰⅱⅲのいずれかの書類（優先順位はⅰ→ⅱ→ⅲ）
　ⅰ　領収書のコピー（①に記載する医療費に係るもの）
　ⅱ　 指定難病に係る医療費管理票（①の該当月の支払いを医療機関で証明する様式）
　ⅲ　 自己負担額管理票のコピー（領収印欄に医療機関の印があり適切な記載のある

もののみ可）

少なくとも３箇月分の書類が必要。 少なくとも６箇月分の書類が必要。

考
慮
期
間

【軽症者特例の申請における医療費を考慮
する期間とは】
　更新申請する月から起算して12月前の
月までの期間（ただし、指定難病が発症
した月よりも前の期間はのぞく）

【高額かつ長期の申請における医療費を考
慮する期間とは】
　更新申請する月から起算して12月前の
月までの期間（ただし、支給認定されて
いない期間はのぞく）

岡山県からのお知らせ




